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第 196 回

Ｘ信用金庫Ｙ支店の融資次長Ａが、部下

の業務手続違反による処理を発見できない

まま誤った手続きを承認し続け、内部監査

によってそれが発覚した。

Ｘ信用金庫では不正との関連性を調査す

るため、Ａを 10 月 20 ～ 28 日の間、営業

時間定時終了から３～４時間本部に呼び出

し、事情聴取を行って不正との関連性につ

いて探った。そして、29 日に全職員宛に

Ａの業務手続違反行為の具体的内容を公表

し、極めて厳しく非難、叱責する内容の通

知を行った。

Ａは、事情調査期間中、相当の叱責を

受けており、また事実公表によりさらに

ショックを受け、翌 30 日に出勤して来な

かったため調査したところ、通勤途中の自

家用車内で自殺していることが分かった。

Ａの自殺は、調査過程において受けた心

理的負荷による精神障害などによる業務上
の災害と認められた。

心理的負荷に関する精神障害などの業務

上外の認定は、「心理的負荷による精神障

害等に係る業務上外の判断指針」により、

「職場における心理的負荷評価表」によっ

てその業務による心理的負荷の強度を評価

する。

Ｘ信用金庫は、２年前から営業支店の

業務ルールを刷新したが、Ａは、この〝新

業務ルール〟への変更に馴染めなかった。

そのため、部下の業務手続違反による処理

を発見することができず、約１年にわたっ

て誤った手続きを承認処理することとなっ

が

え
る
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た。その一方で、内部監査結果では、犯罪

行為ではないことが判明した。

本件は、評価表でいえば業務の監督責任

を問われたものであり、「会社で起きた事

故（事件）について責任を問われた」に該

当する。しかしながら、責任を問われた内

容は業務手続違反であり、犯罪行為には当

たらず、その心理的負荷の強度は、「Ⅱ」

に該当する。

心理的負荷の強度が「Ⅱ」とすると、

業務上の理由で精神疾患に至ったとはいい

難くなるが、信用金庫側の調査のプロセス

とその後の公表通知において大きな問題が

あった。

Ｘ信用金庫では、Ａの行為を問題視し、

不正との関連性を調査する必要があると判

断し、Ａを 10 月 20 ～ 28 日の間、営業

時間定時終了から３～４時間本部に呼び出

し、事情聴取を行った。この調査の過程で、

Ａは、調査に当たった担当者から、「私文

書偽造になる」であるとか、「新卒者でも

１週間でマスターできる業務処理なのに、

おまえは管理者として失格だ。能無し」と

いった叱責などを延々と受け続けていた。

Ａは、調査を受けている期間中、帰宅し

てから妻に向かって「もうだめだ」といっ

たり、妻の問いかけにまったく反応しない

状態だったりして明らかに従前とは異なっ

た状況にあった。

そして、29 日に、Ｘ信用金庫では全職員

宛にその具体的内容を公表し、また、Ａの

業務手続違反行為について極めて厳しく非

難、叱責する内容の通知を行った。

29 日に出勤したＡは、上記通知内容を

知って、支店長に「このような状況になっ

た以上、死ぬしかない」といい、支店長は、

「なにをバカなことを言っているのか。気

を落とすな」と励ましていたという。

調査過程でのＡに対する叱責等々による

心理的負荷は過重なものであり、また、全

職員に対する通知によって、今後本人が職

場に居所がなくなるような状態になってい

たことによるＡの心理状況の変化などを考

慮すると、過大な心理的負荷を与えたとい

え、強度は「Ⅲ」に修正されると考えられ

る。結果として、業務上の理由により精神

疾患を発症し、自殺に至ったと結論付ける

ことができる。

信用金庫側は、業務手続違反について、

その行為が不正と関連していないかどうか

を調査し、他で同様の違反行為の有無を調

査し、職員に対して注意喚起することは組

織として当然の行為であるといえる。しか

し、信用金庫側の事情調査方法と再発防止

の通知方法について、より配慮した対応が

必要であろう。

企業実務の現場では、懲戒行為に対する

意見聴取のように、ルール違反者に事情聴

取をするケースは多くあると思われるが、

その行為に関しては本来的な目的を外れな

いように済々と行うことが重要である。

ルール違反者だからといって、パワハラ行

為をしてもよいということにはならないこ

とを肝に命じたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　




